
ドイツお よび ヨーロ ッパにお ける法曹教育

〔後 記 〕

「ドイツの法曹教育」 をめ ぐる覚書

一 中央大学 ・コンス タンツ大学 との学術 交流の記録 を含 む 一

別 府 三 郎

一 は じめ に

ヴ ェル ナー ・F・ エ プケ(Prof.Dr.WernerF.Ebke)教 授 は,ド イッ ・

コンス タ ンツ大学 の教授 であ るが,こ のた び中央大 学客員教授 と して平成13

年9月 か ら10月 にか けて来 日され,山 内惟 介教授 の尽力 に よ り,中 央大学,

小樽 商大お よび本学 の法文学部 で学 術講演 を され る予定 であ った。その機会

に,本 学法文 学部 に も来学 され,中 央大 学 ・コンス タンツ大学 及 び本学 にお

ける,学 術交流 を深 め る予定 の 日程で あ った。同教授 は中央大学 にお ける予

定 は ほぼ消化 され たので あるが,そ の後 体調不 良 にな られ,日 本 の滞在 日程

を変更せ ざるを得 な くな り,小 樽 商大 お よび本学 の講演 は開催 で きなかった。

本学 では,同 年10月9日(火)10:30～12:00に 「ドイツにお ける法曹 教

育」 につ いて学術講演 が行 われ る ことに なっていたが,そ の講演 資料 は本 号

にて,本 学科 の外 国人教 師 ドレー ヴス ・ア ンゲ ラ助教授 との共 同で翻訳 した

内容 を掲載 す る ことに して,折 角の講演 予定 の内容 を後生 に残す ことに した。

なお 当 日は,青 山学 院大学 法学部 の関 英 昭教 授が代 役 を勤めて くださ り,

予 定の学生へ の講演 会 は,開 催 された。 その際,佐 賀大 学経済学 部 の楠 元純

一郎助教授 も参加 され ていた
。

本稿 の覚 書 は,本 学 に と り,二 つ の大 きな意義が あ る ように思 う。一つは,

エ プケ教授 は現在 ドイ ツにお いて最 も活躍 中の 国際法的比較 法学(民 法,経

済法,税 法並 び に国際私 法)の 権威 であ り,仲 裁裁判 官 を勤 め る現役 の教授

で もあ る こと。本号 別掲 の ドレー ヴス ・ア ンゲ ラ助 教授 との共訳 の とお り,

その よ うな碩学 の直接 指導 に接 し,EU領 域 とアメ リカにお け る 「法曹教育」

とい う視野 を拡 大 で きた ことは,意 義深 い ことであ る。

本 学部 で は,ま さ しく 「地域 にお け る法の担 い手の将 来像 一市 民の ための
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リー ガ ルサ ー ビス 充 実 をめ ざ して」(鹿 児 島 大 学 法 学 論 集 別冊/2000年12月 刊)

を世 に問 う て い る と こ ろ で あ り,そ の 目的 が い わ ゆ る 「本学 の ロー ス ク ール」

の 実 現 を め ざ した方 向 に あ る か らで あ る。 さ らに 一 つ の 学 術 交 流 の 意 義 は,

世 界 的 著 名 な恩 師 ドイ ツ ・ミュ ン ス タ ー 大 学 名 誉 教 授B・ グ ロ ス フ ェ ル ト

(Prof.emeritusDr.BernhardGrossfeld)と そ の 愛 弟 子 ヴ ェ ル ナ ー ・F・

エ プ ケ(Prof.Dr .WernerF.Ebke)教 授 の 二 人 が,本 学 に て,18年 の 歳 月

を経 て,学 術 交 流 が で き た こ とで あ る 。

前 述 した が,残 念 な こ とに エ プ ケ教 授 の 講 演 は 実 現 しなか ったの であ るが,

B・ グ ロ ス フ ェ ル ト教 授 は,当 時 「比 較 法 の 限 界 」 を講 演(1984年)さ れ た

の で あ る(本 学 法 学 論 集20巻1号1984年12月 号)。 そ の 講 演 で は,言 語 の

限界 は思 考 の 限 界 で あ る こ と,比 較 法 に と っ て重 要 な こ とは,比 較 法 を通 じ

て 自国 法 を も っ と深 く知 る こ と,「 遠 くへ 行 く者 は,最 後 は 自 国 へ 戻 っ て く

る」 とい う格 言 を披 露 され た 。 結 局 は 自 国へ 戻 って,自 国法 を知 り,自 国法

を よ りよ くす る こ と,と い う見 解 が,相 当 な年 月 を経 て も,脳 裏 か ら離 れ ず,

忘 れ られ な い記 憶 に な っ て い る 。B・ グ ロ ス フ ェ ル ト教 授 は,ド イ ツ ・ミ ュ

ンス ター の 地 で,奥 様 と と もに,お 元 気 で あ り,関 教 授 は彼 の愛 弟子 であ り,

エ プ ケ教 授 もそ の ミュ ン ス タ ー の 地 で学 業 を され た の で あ るが,鹿 児 島 ・桜

島 の 噴 煙 を 「プ シ ュ ー,プ シ ュ ー」 と表 現 され て い た 。 また 幸 い に も小 生 の

本 学 法 文 学 部 大 学 院 ゼ ミ出 身 で,神 戸 大 学 か ら東 北 学 院 大 学 法 学 部 の 教 授 を

勤 め て い る梅 津 昭 彦 君 が,ミ ュ ン ス タ ー大 学 に お け る在 外 研 究(1年)を 認

め られ て い た 。 小 生 に と っ て は,ミ ュ ンス タ ー にお い て 楽 しい 出会 いが あ り,

三 者 三 様 の 感 動 を覚 え た 。 ドイ ツ ・ミュ ン ス タ ー ・東 北/仙 台 と本 学 と の 学

術 交 流 の 機 縁 を得 た 。

こ こ に18年 と い う歳 月 を経 てB・ グ ロ ス フ ェ ル ト教 授,ヴ ェ ル ナ ー ・F・

エ プ ケ教 授 とい う著 名 な 師 弟 学 者 に接 す る こ とが で きた こ と を記 して お きた

い(参 照FestschriftfuerBernhardGrossfeldVerlag;Rechtund

WirtschaftGmbH1999)。

な お,以 下 の こ と は,私 事 に わ た る が,コ ンス タ ン ツ大 学 法 学 部 と今 回 の

一30一



ドイツお よび ヨーロ ッパ における法曹教育

学 術 交 流 の キ ッカ ケ に な っ た こ と を記 述 させ て い た だ きた い 。簡 単 に言 う と,

ドイ ツ ・コ ンス タ ン ツ の 想 い 出 とい う こ と に な るが,私 は,昨 年(2000年)

4月 か ら11月 半 ば まで,会 社 法 上 の 誠 実 義 務 を め ぐ る研 究 の た め 渡 欧 して,

ボ ー デ ン湖 の あ る ドイ ッ ・コ ンス タ ン ツ に滞 在 した 。 一 年 を想 い 出 して み る

と,還 暦 の ホ ー ム ス テ イ と銘 打 って,突 然 に決 意 を新 た に旅 発 った ので あ る。

家 内 を伴 っ て,オ ラ ン ダか ら ミュ ンヘ ン を経 て,ド イ ツ ・コ ンス タ ン ツ大 学

法 学 部 のProf.Dr.WernerF.Ebke(エ プ ケ 教 授)に 師 事 す る こ と に な っ

た 。 同 時 に そ れ は,私 の 「還 暦 の 旅 立 ち」 の 決 意 に な っ た が,C.ヒ ル テ ィ

の 「幸 福 論 」 第2巻 末 尾 に あ る言 葉 に,触 発 され た 旅 立 ち で もあ っ た よ う に

も思 わ れ る 。

「生 涯 の うち の この 地 点 に あ っ て は,合 い 言 葉 とな るの は,さ し 当 り 「乗

り切 れ!」 と い う言 葉 で あ る 。 ドイ ツ 文 で は,"AndiesemPunktedes

LebensheistdasLosungsworteineZeitlang:Durch!"(CarlHilty;

Gluck,1891-1899Bd.2)と 表 現 され て い る が,ま さ し く"Durch"が 「乗

り切 れ!」 と言 い 換 え られ,表 現 され,解 釈 され る こ とか ら,私 の 心 の 「還

暦 」 が 始 ま り,ド イ ツへ の 旅 立 ち に な っ た,と 言 え る か も知 れ な い 。

研 究 は コ ンス タ ン ツ大 学 法 学 部 の エ プ ケ 教 授 の研 究 室 で行 っ た 。 同 教 室 に

は,客 員 教 授 と して亜 細 亜 大 学 法 学 部 の 中村 建 教 授 も留 学 され て お り,同

じ会 社 法 の研 究 を行 い,同 地 にお け る先 輩 と して 同教 授 夫 妻 に は 大 変 に お 世

話 に な っ た 。

エ プ ケ教 授 の2000年 夏 学 期 ゼ ミで は,ド イ ツ,ヨ ー ロ ッパ 比 較 会 社 法 演 習

が 行 わ れ た 。 亜 細 亜 大 学 の 中村 教 授 と私 も,客 員 教 授 と して招 請 を受 け た 。

2000年7月14日(金)ス イ ス/ア ッ ペ ン ツ エ ル 州 の バ イ ス バ ー ド

(Weissbad)に あ る ガ ス ト ・ハ ウス を終 日借 り切 っ て 学 生 ・研 究 生 の 発 表 ・

討 論 が 繰 り返 され た 。

この 夏 学 期 ゼ ミは,ス イス ・ザ ン ガ レ ン大 学(St.Gallen/CH)の ヂ ュ イ

教 授(Prof.Dr.Druey)指 導 の ゼ ミ生 ・研 究 生 も参 加 した 国 際 的 共 同 ゼ ミ

で あ っ た が,ド イ ッ側2人,ス イ ス側2人 の 各 報 告 者 は時 間 い っ ぱ い の 研 究

討 議 を行 っ て い た 。専 門 の ドイ ツ語 の 壁 に 阻 ま れ,中 身 の程 は不 確 か な こ と

が あ っ た が,そ れ ぞ れ の テ ー マ は,ド イ ツ の 会 計 基 準,EU統 一 に お け る 会
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社 法 の 衝 突 の 問 題,さ らに 企 業 承 継 の 問題,あ るい は ヨー ロ ッパ 法 制 度 とい っ

た もの が 必 要 か,な ど を課 題 に した終 日の共 同演 習 で あ っ た 。

ま さ し くス イス ・ドイ ツ ・日本 ・東 京 と学 術 交 流 で きた こ とが 大 き な成 果

で あ った 。 生 憎 の こ と に,そ の 日は ス イ ス ア ル ペ ン地 方 の豪 雨 に見 舞 わ れ,

ア ッペ ン ッエ ル 州 のバ イ ス バ ー ドの 自然 を味 わ う こ とが 出 来 な か っ た こ と は

心 残 りで あ る 。

な お エ プ ケ教 室 の 一 門 で あ る助 手Ann-VeruschkaJurisch(Frauユ ー リ ッ

シ ュ),DR.GuenterReiner(ラ イ ナ ー 博 士)並 び に 秘 書 のEleonore

Dumitru(Frauド ミ トル)に は,公 私 と もに,大 変 お 世 話 に な っ た 。

コ ンス タ ン ツ大 学 は,創 立30周 年 を迎 え た 若 い 国 際 大 学 で あ っ た 。 研 究 活

動 は 意 気 盛 ん で あ り,助 手 ・学 生 た ち の勉 学 意 欲 は 大 変 な もの で あ っ た が,

若 い 学 生 た ち と共 に,「 会 社 法 」 の 講 義 を受 講 して,ド イ ツ の 正 教 授 の 行 う

教 授 方 法 を体 験 す る こ と もで きた 。

一 方
,ボ ー デ ン湖 の コ ンス タ ンッ は,ド イ ッ ・ス イス ・オ ー ス トリ ア3国

が接 す る 国境 の 町 で あ り,ス イス ア ル プ ス,オ ー ス トリア ア ル プ ス を抱 い て

い る素 晴 ら しい保 養 地 で あ っ た 。 そ の 地 を称 して,日 本 の軽 井 沢 とハ ワ イ の

花 園 と を混 在 させ た よ うな 地 域 で あ る こ とが 肯 け た 。 素 晴 ら しい 自然 環 境 を

汚 す こ とな く,中 世 の ヨー ロ ッパ そ の もの を,21世 紀 に,そ の ま ま残 して い

た 。 季 節 に も恵 ま れ,木 々 の 開花 の春 か ら,全 山 紅 葉 の 秋 ま で滞 在 して,多

くの 想 い 出 を残 す こ とが 出 来 た 。 また ス イ ス ア ル プ ス に近 い こ とか ら,地 の

利 を生 か して,マ ッ タ ー ン ホ ル ン,ア イ ガ ー の北 壁 を も周 遊 す る こ とが 出 来

た 。 ア ル プ ス の 屋 根 を眺 望 す る こ と もで き,地 球 大 自然 の 大 き さ に 感 動 した

還 暦 の 旅 に もな っ た 。

この よ う に還 暦 の 旅 の好 奇 心 は,新 た な好 奇 心 を呼 ん だ が,私 に と り ドイ

ツ ・コ ンス タ ン ツ で の 在 外 研 究 は見 た か っ た こ と を見 て しまった か ら終 わ り,

あ る い は 知 りた か っ た こ と を調 べ 終 わ っ た か ら,オ シマ イに は な らなか った。

ス イス ・ザ ン ガ レ ン大 学(St.Gallen/CH),ボ ー デ ン湖 を 取 り巻 く コ ン ス

タ ン ッ大 学 を含 む南 ドイ ッ とい う地域 は,中 世 を湖 畔 の水 面 に漂 わせ なが ら,

ラ イ ンの 大 河 の 源 流 と して,史 的 ・知 的 文 化 を残 して い る とい う記 憶 と出 会

い が 残 っ た 。
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ニ ドイ ツ の 法 学 部

最 後 に,小 生 に残 った ドイツ ・コンス タ ンツで感 じ取 った法 学部 とは,以

下 の よ うで あ った。

ドイ ツ ・コ ンス タンツ大 学法 学部 で学生 に接 しなが ら,学 生 に とって ドイ

ツの法学 部 とは何 か につ いて,思 い返 してみ た。 法学部 は,先 ず は その 目標

が 国家 試験(司 法 試験)に 必要 な専 門知 識 をお客様 であ る学 生 に斡 旋 す る国

家 制度 で あ る こ と。そ れだか ら,法 学部 の最 高 の 目標 は,最 大 限可能 な多 く

の学生 を,で きるか ぎ り短期 間 に,国 家 試験 を受験 させ る点 にあ る。 この 目

標 に方 向付 け られ る もの と して,つ ぎの ような学 生 の要求 が位 置づ け られて

い る。つ ま り,復 習課程 と専 修課 程 の充実,各 大 学 の受験 指導 員,筆 記試験

課程 及 び模 擬試験 な ど。 あ るい は,ド イ ツ国 内 にあ る修学 地 を世 話 してい る

事実 上 の法学 教育 指導 者 に よる 日曜討 論 及 び トー クシ ョウ とい った制度 。

判 例 に よる と,法 学 部 も一定 の職業 教 育 をす る場所 の機能 を も有 していて,

その教育 目標 は相 当な時 間内 で実現 され うる こ と,あ るい は ドイ ッ基本 法 は

大 学(総 合大 学 ・単科 大学)の 教育 課題 を前提 に して い る と判 示 され てい る

が,そ れで は,法 学 部 は国家 のサ ー ビス業 の調達者 に帰 し,学 生 はお客 様 で

あ り,受 け身 の消 費者 にな る,と い う危 険 があ り,ド イツの法学 部 の現 実 を

倭 小化 す る危険 が あ る,と も指 摘 され てい る。

学生 は,学 部 の構 成員 た る地位 を有 してい るが,法 律 学 そ れ 自体 は学生 の

積 極 的参加,即 ち知 識,問 題 意識 及 び解 決 能力 の獲 得 を前提 に してい る。そ

れ は,同 じゼ メス ターの学生 間 の討議 討論,も っ と上 級 の助手 と教授 を伴 っ

た学友 同士 の討 議討 論 な しには実 現 しない。法学 部 にお け る一 切 の問題 と解

答,一 切 の筆記 試験,宿 題 又 はゼ ミナ ール論文 は,自 己の学識 の批 判 的検 討

及 び改善 で あ るばか りで な く,教 え る側 と学 ぶ側 との討 論 に とって も理 想 的

な もので あ る。法 学部 は学修 の領域 及 び論 文作 成 の領域 と して,な くて はな

らない国家 制度 で あ り,ま た時 には,結 婚 とい った生 涯の友 情 関係 の結 びつ

く生活 の領域 で もあ る。

法学 部 に とって もっ と も重要 な観 点 は,法 学部 が基 本法 の価値 判 断の合 致

す る社 会 及 び国家秩 序 に貢献 す るよ う国家 ・社会 に尽 くす とい う期待 の 中 に
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あ る こ とであ る。

法学部 は,法 的職業 の ための役 者 を育 て るばか りで はない 。各法 学部 は 当

然 にそれ 自身法学研 究 の最先 端 であ り,将 来 の法学者 が それ に参加 で きな け

れ ばな らない 。そ の際,決 定的 な ことは,教 え る側 と学 ぶ側 との対 話討論 で

あ る。

や や仰 々 しいが,法 学 を学ぶ学 生 は,ド イ ツ法律秩 序 の発展 及 び生 き残 る

能力 の保証 人 であ る。そ れ だか ら大学 にお ける法学 の勉 強 は,学 生 の思 考能

力,学 生 の創 造性 及び想像 力が最 大 限度促 進 され,発 展 され る よう一段 と強

化 して装備 され なけれ ばな らない。

将 来 に法学 を学 修 す る男 子学生 及 び女子 学生 は,従 来 以上 に,法 学部 を生

活領域,学 修領域 及 び論文 作成 領域 と して体験 す る。勿論,学 生 は 国家 試験

の実 施 に集 中す るばか りで な く,各 法学 部 の多様 な教育 プ ログ ラム,つ ま り

法学 一般,法 と言語 プロ グラム,留 学,各 大学 の相 互協 力,あ るい は法学博

士へ の プ ロモ ー シ ョン,な ど各種 の プ ログラム を も受 け入 れ るべ きことは,

当然 で あ る。

法律 の基本 的理解,体 系 的把握 の法学 部教 育 を受 けた後,第 一次 国家 試験

(司法試験)を 受験 す る こ とにな るが,こ の試験 は大学 の卒 業試験 で もあ る。

二 回不 合格 に なる と,一 次 司法 試験 の受験 資格 が な くな り,大 学 卒業 も認定

され ない ようで あ る。年 間お よそ一 万 人 は合格 す るが,そ の合格 率 は60パ ー

セ ン トか ら70パ ーセ ン ト,つ ま り不 合格 率が25%か ら40%と い うわ けで,卒

業試験 も兼 ねて い るこ とを考 える と,厳 しい法曹養 成 の試験 で あ るわけで あ

る。

大 学 での必修 科 目には,憲 法 ・民 法 ・刑 法 ・商法 ・民 訴 ・刑訴(日 本 と同

じ)の ほか,行 政 法,労 働 法,国 際 私法,EU法,法 社会 学,法 哲 学 な どが

あ り,卒 業試験 ・司法試験 の試験 科 目であ る。

さて一 次試験 に合格 す る と,い わ ゆる司法修 習 に二年 間行 くことになるが,

勿論 そ の方 向 に行 かず行 政組織 や民 間 に就職 す る人 も多 い よ うであ る。司法

修習 は民事 裁判 所,刑 事 裁判所,検 察庁,法 律 事務 所,行 政 組織 で行 わ れて

いるが,最 後 の半 年 は,自 由 に,修 習場所 を選 んで いて,国 際機 関 や外 国で

修習 す る人 も多 い。大学 時代 は必修 科 目の負担 が重 く,特 別の知 識 や経験 を
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積 め な か っ た修 習 生 に と っ て,こ の 半 年 は興 味 あ る分 野 を学 修 す る貴 重 な機

会 で あ る。

司 法 修 習 の 終 わ りに は 第二 次 司 法 国 家 試 験 を受 験 し,合 格 す る と晴 れ て 法

曹 とな る資 格(裁 判 官 ・検 察 官 ・弁 護 士)が 得 られ る わ け で あ る 。 日本 以 上

に 法 律 家 と して の就 職 は厳 しい と い う こ とで あ っ た が,こ こで 特 に想 い 出 の

記 録 を残 させ て頂 きた い こ とは,滞 在 した ボ ー デ ン湖 畔 の ホ テ ル で,私 の 師

事 した エ プケ 教 授 の恩 師 ミュ ンス ター 大 学 名 誉 教 授B・ グ ロ ー ス フ ェ ル ト教

授 の お 嬢 様(四 女 ・ア ンゲ ラ嬢)が 司 法 試 験 第 二 次 試 験 を無 事 合 格 され,そ

の お 祝 い に,夫 婦 で 参 加 で きた こ と。 な お そ の 機 会 に は,青 山学 院 大 学 の 関

英 昭 教 授 並 び に 中村 芳 昭 教 授(税 法)も,合 格 の お 祝 い に参 加 され,文 字 通

り,ド イ ツ ワ イ ンに 酔 い なが ら,湖 畔 で 学 術 交 流 を重 ね る こ とが で き た こ と

で あ る 。

なお,ド イ ッの 法 曹 教 育 は 通 算 六 年 か ら八 年 を要 す るが,EU統 合 に よ り

新 た な変 化 が 生 じて い る事 情 につ い て は,本 号 別 掲 の ドレー ヴ ス ・ア ンゲ ラ

助 教 授 との 共 同 で翻 訳 した 内 容 を参 照 して くだ さ る こ と をお 願 い す る次 第 で

あ る。

付録 ヴェルナ ー ・F・ エプケ教授 の略歴

1951年9月10日 ニー ダーザ クセ ン州 オスナー一ブ リュ ック 生

勤務先 コ ンス タンツ大学 法学部教授:民 法,経 済法,税 法 な らびに国際私法

1978年 法学修士(ア メ リカ合衆国 カリフォルニア ・バ ー クレーロースクール)

1981年 司法修習生(オ ルデ ンブル グ高等裁判所)

1983年 司法試験(二 次)合 格

1985年 アメ リカ合衆 国弁護士資格

1987年Habilitation法 学博士 ・教授資格(民 法,経 済法,税 法 な らびに国際私法)

(ミ ュ ンス ター大学)

1988年 コ ンス タ ンッ大学教授

1990年 地方裁判所判事(コ ンス タンツ)

1991年 アメ リカ法律協 会正会員

その他,業 績 目録 について,詳 細 はW・F・ エプケ教授 のホームペ ージ参照

(htt://www.uni-konstanz.de/FuF/Jura/ebke/home5.htm)。
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